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研究成果の概要（和文）：本研究は日本、韓国、台湾、米国、イタリア、ドイツの自然災害被災地（阪神淡路大震災、
中越地震、東日本大震災、ソウル市、台中市、高雄市、台北市、ニューオーリンズ市、ニューヨーク州等）にて長期・
継続調査を実施し、被災者と支援者、行政、メディア、研究者らへのインタビューを中心に資料収集・分析、研究会で
の討議などで研究を進めている。本科研では災害復興・防災、減災におけるジェンダー課題、また、被災者が住宅、生
活再建において独特な支援を受けている事からそれを「被災者支援レジーム」と名付け、社会保障との隙間の課題を明
らかにした。これら国際比較研究の成果から制度の改善、政策の提案、提言を行い改善につなげている。

研究成果の概要（英文）：This research project aimed to gender issues in natural disaster recovery and 
disaster risk reduction by the long-term field research in Japan (the Great Hanshin-Awaji Earthquake, the 
Chuetsu Earthquake, and the Great East Japan Earthquake), South Korea (Seoul city), Taiwan (Taichung 
city, Kaohsiung City and Taipei City), the United States (New Orleans city and New York State), Italy and 
Germany. The project pointed out that natural disaster victims take special assistances such as providing 
and support house and measures for livelihood reconstruction by governments and others. There are some 
cracks between the disaster victim assistances and the social security system. So it can be named 
“Disaster Victims Regime.” We also advanced the policy proposals, opinions and suggestion of the law 
revision according to the international comparative research outcomes.

研究分野： 社会学（家族社会学、災害社会学）／福祉国家論／ジェンダー

キーワード： 復興／防災　まちづくり　ジェンダー　阪神・淡路大震災／東日本大震災　韓国（ソウル）　台湾（921
地震・88水害）　米国（ハリケーン・カトリーナ／サンディ）　イタリア（ラクイア地震）
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)災害研究において日本の制度、政策を客
観的な視点から考察するためには先進国を
対象とした調査を実施し、国際比較の観点か
ら検討することが必要で 2009 年から海外被
災地にて現地調査を進めている。 
 

(2)東日本大震災（2011 年）の発災により、
災害研究の重要性が広く社会に認識された。
災害後は研究者、女性団体らの働きかけによ
って、政府、自治体、住民組織において女性
の視点から災害法制度、施策に展開、取組み
が実践された。 
 
(3)防災・緊急時対応、対策において改善策、
新たな取組みが進んだが、復興に向けた施策、
対策は進展していなかった。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、復興・防災のプロセスをジェン
ダーの視点から検討し、制度設計の見直し、
新たな制度、政策を提案することである。 
 阪神淡路大震災、東日本大震災では被災者
（死者）に高齢者・女性が多く、男性・女性
の個人の属性からその社会的背景を検討し、
法律、施策の改善、新たな制度、仕組から防
災・災害リスク軽減へつなげることができる。 
 
３．研究の方法 
自然災害後の「復興」に焦点をあて、5年、

10 年、20 年と長期・継続的な調査を日本・
韓国・台湾・米国において実施している。 
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4 つの、国、地域にて被災者・支援者・行

政・メディア・研究者らを対象に、現地言語
でのヒアリングを実施した。資料収集、意見
交換・研究会開催などで調査を進めた。本科
研プロジェクトではイタリア・ドイツにて新
たに調査を始めた。被災地によって災害の時
期、災害の種類、規模が異なるため調査手法
に留意した。これらの成果から各国・地域の
現状と課題点を抽出し、政策提案へつなげた。 

４．研究成果 
日本（阪神・淡路大震災、東日本大震災、

原発事故避難者、桜島、丹波水害、南海トラ
フ大地震被災想定兵庫県、和歌山県、徳島県、
香川県など）、米国（カトリーナ水害：ニュ
ーオリンズ、サンディ水害：ニューヨーク）、
台湾（高雄：88 水害、台中：921 地震）にお
いて現地調査を実施した。韓国（ソウル）と
イタリアでは現地にて資料調査を進めた。ド
イツは 2014 年水害についてインターネット
による状況調査を実施した。 
復興は経年によって新たな課題が生じる。

そこから事前対策の検討が重要であり、ここ
では明らかにした課題を抽出し、まとめる。 
 
(1)国際比較研究 
 
≪日本≫ （主担当：山地久美子、全員） 
①阪神・淡路大震災 
・災害から 20 年が経過し、借上げ災害公営
住宅の期間の終了に伴う被災者の（他の公営
住宅への）移転が課題となっている。借上げ
災害公営住宅の時限措置の在り方、事後対応
の検討。 
・阪神・淡路大震災後に議員立法化された被
災者生活再建支援法は東日本大震災をはじ
めとする災害に適用されているが、東日本大
震災後、その経験から発せられた市民提案は
限られている。支援体制が整ってきたとも考
えられるが、今もって被災者支援策と社会保
障との間には隙間があり、その対応策の検討。 
 
②東日本大震災 
・被災から 5年過ぎるも仮設住宅に住む避難
者が 15 万人以上におよび住宅、生活再建に
時間を要している。自治体毎の被災者支援施
策の特色が復興の格差につながっている。そ
の上、地震・津波避難者と福島第一原子力発
電所事故による避難との違いがある。 
・東日本大震災被災地では多世代で一つの世
帯（住民票）を構成する「複合家族」が多い。
そのため世帯構成員が多いが仮設住宅、災害
公営住宅に入居する際には原則、一つ住宅に
はいる。自治体の運用ルールに応じて仮設住
宅は世帯分居の扱い、災害公営住宅は世帯分
離の形での入居が可能な場合もある。仙台市
は「一世帯、一罹災証明、一住宅」であるが、
沿岸部自治体では世帯分居、世帯分離による
入居を認めるなど自治体毎に施策が異なり、
それが格差につながると考えられる。 
・日本・台湾・米国の継続調査では日本の起
業支援の課題が明らかになった。台湾では被
災者への起業支援は5年にわたる長期支援が
可能で弱者への配慮もある。日本は単年度で
制度が区切られその後の支援施策がないた
め長期的な視点からの支援制度を検討した。 
・復興まちづくりにおいて「観光」は交流人
口の拡大と地域活性化、新たな事業につなが
り、女性や若者、高齢者が取組みやすいため、
事業内容、仕組みを検討した。 



・伝統文化、音楽など文化とまちづくり事業
を地元の人たちと協同で実施した。 
 
③桜島調査、水害調査 
・長期的な噴火災害に向けた生活面の調査研
究は限られているため、継続調査を実施して
いる。 
・噴火活動が活発化した際の対応、住民・観
光客への避難行動への対応、計画が必要。 
・風水害が頻発化、激甚化しており、住民主
体の取組みが一層重要となっている。 
 
≪韓国≫（主担当：山地久美子） 
・セウォル号沈没事故（2014 年 4 月 16 日）
により災害対応への重要性が認識されてき
ているが、自然災害よりも危機管理、人的対
応への関心が高まっている。 
・自然災害対応、防災まちづくりは一般化さ
れておらず今後の取組みが必要。 
 
≪台湾≫（主担当：陳來幸 

垂水英司、山地久美子） 
・災害時に台湾赤十字や慈済基金会、ワール
ドビジョンなどの国際救援組織宗教団体、民
間団体の社会的役割が大きくなってきてい
る。そこには、明清時代からの善堂善挙の歴
史的継続性が考えられる。 
・921 地震（1999 年）の際の「多元就業開発
案」、88 水害（2008 年）の「培力就業計画」
はいずれも5年まで継続申請可能な起業支援
制度で、復興における長期的な支援の重要性
を示している。 
・防災集団移転の恒久住宅においては漢民
族・原住民の文化生活スタイルの違いが顕著
になっている。（多文化共生の課題） 
 
≪米国≫（主担当：山地久美子、陳來幸） 
・ニュー・オルリンズ調査ではハリケーン・
カトリーナ被災者の生活再建が住宅面では
確認できたが、地区の地域性、エスニシティ
による違いが表れている。 
・被災体験、復興まちづくりが移民者の自立、
多文化共生社会の構築につながっている事
例がある。 
・ニューヨーク州でのハリケーン・カトリー
ナ調査からは住宅嵩上げによる災害対応に
ついて調査を実施した。 
 
≪イタリア≫（主担当：伊田久美子） 
・ラクィラ地震で災害によって産業構造に大
きなダメージがあったため、5 年以上経過し
た今も復興を実現できていない。 
・ジェンダー視点による災害復興の取り組み、
調査研究が少なく、今後の課題である。 
 
(2)制度、政策 
①復興まちづくり・防災まちづくりへの参画 
（主担当：山地久美子） 
・復興計画策定委員会、復興計画進行管理委
員会、防災会議など、復興・防災体制におけ

る女性の参画の必要性は政府、自治体におい
て理解が深まり、参画は実現してきている。
その一方で、住民の取組みにはまだ課題があ
る。自主防災会議はじめとする住民の主体的
な活動に対して自治体側からの男女共同参
画の推進には消極的であるため、住民にジェ
ンダー視点の重要性を認識してもらうため
の仕組みが必要である。 
・女性自身が公的な立場から積極的に取組み、
声をあげていくこともより重要となる。そこ
で、ワークショップ形式の「女性の復興カフ
ェ」を東日本大震災被災地の宮城県気仙沼
市・南三陸町・亘理町、岩手県釜石市、大船
渡市、陸前高田市において被災者の方々と協
同で 12 回開催し、女性の意見発言の場、発
信のための取組みについて検討した。 
・総務省の復興支援員制度を活用した自治体
の受入れ体制、支援員の状況について調査を
実施した。 
 
②被災者支援と法律（被災者支援レジーム） 
（主担当：山地久美子） 
・災害研究は災害時特有の課題と平時から連
続した課題の2つのアプローチが必要である。
災害時特有の課題としては社会保障から独
立した被災者支援の仕組みがあげられる。そ
の結果、被災者支援制度と社会保障の間に隙
間があり、これらが生活再建の課題として捉
えられていないこと自体が問題であること
を明らかにし、「被災者支援レジーム」と名
付けた。 
・日本では、住民票に基づき住宅被害の程度
によって罹災証明書が発行され、罹災証明を
持つ世帯主が被災者生活支援金、義援金など
の公的支援を受けられる一方で、他の世帯構
成員は支援を直接には受けられない。この世
帯を単位とした被災者支援の仕組みは、世帯
主の8割近くが男性である日本社会ではジェ
ンダーの課題であり、罹災証明、各種支援は
個人単位への制度設計見直しが求められる。 
 
③災害弔慰金など法の運用の実態 
（主担当：山崎栄一） 
・災害弔慰金の支給等に関する法律では所得
要件など、現在の税制と通じるジェンダー課
題があるため制度改善の提言を行った。 
・文献・資料を分析し、東日本大震災後に提
訴された訴訟について、裁判を担当している
弁護士からインタビューを行った。また、震
災関連死を判定する災害弔慰金支給審査委
員を務めた弁護士を招いた研究会を開催し、
課題を抽出した。 
 
④社会保障と災害支援の連続 
（主担当：山地久美子） 
・被災者台帳の発行が災害対策基本法に明記
（2013 年）されたため、世帯単位の罹災証明
を、個人単位でも対象となるよう制度の設計
変更、および個人単位での災害手当制度の確
立を提案した。 



⑤起業支援制度 
（主担当：山地久美子） 
・台湾の制度をモデルに 3年から 5年の長期
起業支援制度、外国出身者の支援を提案した。 
 
⑥災害時の妊産婦支援 
（主担当：田間泰子 
     山地久美子） 
・宮城県石巻市においてシンポジウムを共同
開催し、東日本大震災時の妊産婦の状況、課
題、新たな制度を検討した。 
・そのネットワークから妊産婦向け防災ハン
ドブックの開発を進めている。 
 
⑦災害時の外国人支援、多文化共生社会と復
興まちづくり 
（主担当：山地久美子、陳來幸、金千秋） 
・「女性の復興カフェ」を宮城県気仙沼市・
南三陸町、岩手県大船渡市、陸前高田市にて
外国出身者との交流、発言の場として開催し、
復興の課題、発信方法を検討した。 
 
⑧原発事故災害に関する法律、支援制度 
（主担当：山崎栄一、山地久美子） 
・原発事故避難者の現状と避難先の住宅課題
についてシンポジウムを開催、検討した。 
 
⑨母子支援、父子支援 
（主担当：山崎栄一） 
・福島第一原発事故に係る広域避難の実態に
ついて、母子と父親が別居している家庭に着
目し、当事者の男性、支援者を招きシンポジ
ウムを開催した。そこでは日本の男性稼得者
モデルが「避難ママ」／「現地に残るパパ」
を生みだす社会的状況、課題を検討した。 
 
⑩文化復興まちづくり、被災地語り部 
（主担当：山地久美子） 
・被災者の心の復興と交流人口拡大の取組み
として、「復興音楽カフェ」を開催した。 
・語り部の防災・減災へ果たす役割について
被災者主体で調査検討した。 
・地域における震災遺構の在り方、防災・減
災への役割について調査研究を進めた。 
 
⑪メディア 
（主担当：磯辺康子、山地久美子） 
・災害時の報道の在り方、課題を検討した。 
 
(2)研究会はじめとする社会への発信など 
①国際シンポジウム、国際研究会 
東日本大震災からの復興と未来～阪神・淡路
大震災の復興をいかす  2015年11月23日 

（宮城県南三陸町：南三陸ホテル観洋） 
ジェンダー視点と国際比較 2014 年 7月 18日 

（神奈川県横浜市：パシフィコ横浜） 
 
②シンポジウム 
原発事故とパパ・ママ避難 2015 年 8月 1日 
原発避難者の現状     2014年3月30日 

全国被災地語り部シンポジウム（協力） 
            2016 年 3 月 22 日 
ママと赤ちゃんの復興まちづくり（共催） 

2014 年 10 月 24 日 
ジェンダーと災害復興（共催） 

2013年12月13日 
③研究会 
総合研究会       2016 年 3 月 26 日 
            2015 年 3 月 21 日 
                        2013 年 5 月 25 日 
東日本大震災研究会   2015 年 4 月 17 日 

2014 年 6月 28 日 
阪神・淡路大震災研究会 2015 年 5月 19 日 

2015 年 2月 4日 
台湾研究会       2014 年 5 月 25 日 

2013 年 8月 22 日 
災害弔慰金制度研究会  2016 年 1 月 23 日 
メディア研究会     2013 年 5 月 25 日 
復興まちづくり・災害遺構研究会（共催） 

2016 年 2月 10 日 
放射能被害からの地域再生（共催） 

2014年11月23日 
④女性の復興カフェ 
in 気仙沼        2015 年 8 月 9日 

2015 年 4月 18 日 
2014年10月25日 
2014 年 6月 28 日 

                        2014 年 6 月 28 日 
in 陸前高田       2014 年 10月 25日 
in 釜石         2014 年 12 月 5日 

2014年10月26日 
in 大船渡        2015 年 8 月 8日 
in 亘理         2015 年 8 月 7日 
in 南三陸        2015 年 11月 22日 
in 東北         2015 年 11月 22日 
 
⑤文化復興まちづくり 
復興音楽カフェ     2015 年 7 月 6日 

2014 年 12 月 5日 
            2014 年 12 月 6日 
                        2014 年 12 月 6日 
             
⑥メディア（一部） 
日本経済新聞（復興ツーリズム、山地久美子） 
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